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通勤災害時の保険給付

療養給付
障害給付 遺族給付

葬祭給付

傷病年金 介護給付

業務災害と比べると、「補償」の文言がないが、保険給付の内容はほぼ同じ

原則200円を超えない範囲
で一部負担金徴収

待期期間の3日間は、事業
主による休業補償は不要

休業給付

業務災害と同じもの業務災害と異なるもの


